
   型式承認試験項目（中国輸入計量器管理監督方法実施細則第二章参照） 

 

第六条「中華人民共和国輸入計量器型式審査目録」に記載された計量器を輸入又は中国国

内において販売する者は、国務院の計量行政部門に型式承認を申請するものとする。型式

承認のないものは輸入または販売することはできない。 

型式承認には、計量法的審査と型式認定が含まれる。 

                     

第九条 国務院の計量行政部門による型式承認の申請は、書類提出後 15日以内に計量法

的審査を完了する。主な審査項目は下記とする。 

   

（一）我が国の法的計量単位を採用しているかどうか。 

(二)国務院によって使用が禁止されている計量器であるかどうか。 

（三）中国の計量法および規制の他の要件を満たしているかどうか。 

 

第十四条 型式認定の主な内容は、外観検査、測定性能評価、安全性、環境適合性、信頼

性、耐久試験である。  

 

型式承認申請時に提出する書類一覧 

No. 提出書類 原本/コピー 部数 
紙 / 電子

媒体 
要求事項 備考 

1 
計量器型式承

認申請書 
原本/コピー 3 紙・電子 

 
新規/変更 

2 
計量器技術仕

様書 
原本/コピー １ 紙・電子 

中国語版必須 

中国語版優先 
新規/変更 

3 

組立図、回路

図、主要構造

図 

原本/コピー １ 紙・電子 

 

新規/変更 

4 
技術標準文書

と検査方法 
原本/コピー １ 紙・電子 

中国語版必須 

中国語版優先 
新規/変更 

5 
サンプル試験

報告書 
原本/コピー １ 紙・電子 

中国語版必須 

中国語版優先 
新規/変更 

6 取扱説明書 原本/コピー １ 紙・電子 
中国語版必須 

中国語版優先 
新規/変更 

7 
変更申請書、

関連文書 
原本/コピー １ 紙・電子 

 
変更 

 


